３．報告書の書き方
１．劣化点数
　　・該当事項の欄の中で存在点数欄には部位、材料、部材等に該当するものがあればその点数を○で囲み、それらの中で劣化事象に該当するものがあれば劣化点数を○で囲んで下さい。
　　　また、それらの内容について特筆事項に記載して下さい。
　　　なお、これらの表の内容と耐震診断ソフトの劣化度による低減係数表とはくい違いに無いように注意して下さい。
　　・劣化点数ですでに改修済みの場合は劣化点数とはしないで下さい。
２．必要耐力の算定における屋根仕様による分類は１階と２階が異なる場合は重量的に大きい方を基準とする。
３．面材による耐力は隣接壁の合計が幅６００ｍｍ以上であれば壁率として算入可能とする。
４．ラスボード下地塗壁は壁率は０です。
５．土壁の入力は内外区別せず一枚当たりの厚さとして入力すること。
６．石膏ボードの厚さ９ｍｍ以上の場合のみ壁率１．２をとることができます。
７．手引き２９ページの耐力要素の配置等による低減係数Eを求めるための床仕様I、II、IIIの分類は平屋建ての場合は屋根を、２階建ての場合は２階床とする。
８．報告書により判断するために必要な写真としては外部廻り四面は原則として必要であり、内部については主なものとする。
９．提出する診断表の作成プログラムは最新バージョンを使用すること。
